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2⾃⼰紹介（藤原 宏之）

1980 三重県伊勢市⽣まれ
1998 松阪商業⾼等学校卒業（ギター部 全国⼤会優勝）
1998 ⼩俣町役場⼊庁
2005 伊勢市役所（市町村合併）
2019    阪神・淡路⼤震災記念⼈と防災未来センターへ派遣(9ヶ⽉)
2024 三重⼤学⼤学院地域イノベーション学研究科博⼠前期課程修了

【主な災害対応】
平成28年熊本地震（御船町）
平成29年台⾵第21号(伊勢市）
⼤阪府北部地震(茨⽊市)
平成30年7⽉豪⾬(熊野町)
令和元年東⽇本台⾵
(⻑野県・埼⽟県）
令和6年能登半島地震（輪島市）
令和6年奥能登豪⾬（輪島市）

【研究】
【主な研究キーワード】
災害マネジメント総括⽀援員
災害対応プロセス
都道府県リエゾン
アクションカード
図上訓練

【趣味】
トレイルランニング
キャンプ

Research map
https://researchmap.jp/
hiroyukifujiwara
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災害ケースマネジメントを
組織で実装するための

⼀つのアプローチ⽅法を共有する

発表の⽬的



4発表の流れ

l庁内への必要性の説明

l伊勢市の取組
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住家以外にも多様な困りごとがある

被災者の困りごと

住家○

仕事×

住家×

仕事×

住家○

仕事×

福祉
サービ
ス×

住家×

仕事○

Aさん Bさん Cさん Dさん

健康×

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組



6⽣活再建の各種制度を利⽤するために罹災証明書が必要

出典：内閣府

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組



7被害認定調査完了までの流れ

1次調査

罹災証明書発⾏

判定に不服

2次調査

申請 判定に不服

罹災証明書発⾏

再調査

罹災証明書発⾏

判定に不服

End

End

Y

N

Y

N

Y

N

1次調査→2次調査→再調査

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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被害の程度によって⽀援の内容や⾦額が異なる

なぜ２次申請が⾏われるのか

出典：⽯川県：令和6年能登半島地震災害義援⾦の配分について

半
壊
よ
り
⾼

建物
公費解体

応急仮設
住宅⼊居

被災者
⽣活再建
⽀援⾦

※半壊は要解体
など

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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住家被害程度と失業率の間に有意差があるとはいえない

東⽇本⼤震災の例

罹災証明書の区分から見た失業率（仙台市で被災したみなし仮設住宅世帯員）

2012年調査
（N=1,296）

2014年調査
（N=727）

全壊
（2012年：N=1,022、2014年：N=556）

15.9% 13.3%

大規模半壊
（2012年：N=190、2014年：N=93）

16.3% 10.8%

その他
（2012年：N=84、2014年：N=78）

16.7% 12.8%

カイ 2 乗 .041 .464
df 2 2

有意確率 .980 .793

菅野拓「東⽇本⼤震災の仮設住宅⼊居者の社会経済状況の変化と災害法制の適合性の検討―被災1・3年後
の仙台市みなし仮設住宅⼊居世帯調査の⽐較から―」地域安全学会論⽂集，27号， pp.47-54，2015

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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東⽇本⼤震災以降の主要な災害で実施されている

災害ケースマネジメントの実施事例

東
⽇
本
⼤
震
災

平
成
30
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7
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令
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庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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2つの厚⽣労働省予算を以て事業を実施

災害ケースマネジメントの予算措置（厚⽣労働省）

l 概要
l 在宅⾼齢者等に対して、個別訪問

等による早期の状態把握、必要な
⽀援の提供へのつなぎ等、 ⽀援の
届かない被災者をつくらない取組
を⼀定期間、集中的に実施するこ
とを⽬的とする。

l 補助率
l 特定⾮常災害 10/10
l 上記以外 1/2

被災⾼齢者等把握事業 被災者⾒守り・相談⽀援事業
l 概要

l 孤⽴防⽌等のための⾒守り⽀援や、
⽇常⽣活上の相談を⾏ったうえで
被災者を各専⾨⽀ 援機関へつなぐ
等の⽀援を⾏う。

l 補助率
l 特定⾮常災害 3年 10/10

4.5年 3/4
6年 1/2

上記以外 1/2
l 特別交付税措置⾃治体負担分＊0.8

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組



13災害ケースマネジメントの⽀援の流れ

④災害ケースマネジメント
ケース会議

⑥被災者の⾒守り
状況の把握

⑤⽀援の実施

③アウトリーチ等
による訪問調査

①事態の認識

②被害状況の
推測、推計

被災⾼齢者等把握事業
（在宅避難者）

【期間】
避難所閉鎖検討〜

被災者⾒守り・相談⽀援事業

【期間】
応急仮設住宅供与段階〜数年

避難所退所⽀援
（⾒守り対象の把握）

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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数年間で災害起因の⽀援ニーズを取り除き
平時サービスで⽀援できる状態へ

被災者⾒守り相談⽀援事業で達成すべき⽬標

平時からの
⽀援ニーズ

災害起因の
⽀援ニーズ

平時からの
⽀援ニーズ

災害起因の
⽀援ニーズ

事業の補助率

平成28年熊本地震 → 5年程度
平成30年7⽉豪⾬（倉敷市真備）→ 5年半程度

平時サービス 災害特有サービス

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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多様な被災者を的確なサービスへ
継続的に繋げる取り組み

l 現在の法制度では、災害発⽣時の住まいが「どの程度の被害を受
けたのか」の結果によって受けられる⽀援が変わる

l ⼀⽅で、災害に起因して住家に⼤きな被害はないが仕事を失った
⽅や、従来のサービスを受けることができなくなった⽅など、多
様な被災者が存在する

l また、⽀援制度は多様であり、被災者⾃⾝がどのようなサービス
を選択できるのかを全て理解することは難しい

まとめ
庁内への必要性の説明 伊勢市の取組



16発表の流れ

l庁内への必要性の説明

l伊勢市の取組
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⽬的：関係者と顔の⾒える関係構築・知識の習得

研修等の実施状況

令和5年度

令和6年度研修会
2回の検討会・視察

検討会・三重県モデル事業
l 仙台・福岡のNPOと
共催（NPO予算）で
2回の研修会を実施
l 概論・事例紹介・WS
l 参加者

l 市役所職員・社協・
⺠⽣委員・三重県等
の約80名程度が2回
の研修に参加

l 第１回検討会

l 第２回検討会

l 視察（⽯川県）

内閣府モデル事業

令和7年度

l 検討会
l R6参加者に加えて⼠業
も調整

l 講師：元輪島市担当職員

l 三重県モデル事業
l 防災担当・福祉担当

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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令和6年度は２回の検討会＋視察

研修等の実施状況

2024.12.9 2025.1.10

第１回検討会 第２回検討会
2025.2.17〜19

視察
l 内容

l 概論・⽯川県珠洲市
での対応

l 想定被災者を⽀援に
繋ぐWS

l 参加者
l 市役所職員・社協・

⺠⽣委員・三重県等
の約60名程度が1回
の研修に参加

l 内容
l 伊勢市での実施体
制検討

l 参加者
l 市役所職員関係
チーム15名

l 内容
l 災害ケースマネジ
メントの実態把握

l 輪島市・能登町・
珠洲市・加賀市

l 参加者
l 危機管理課 2名
l 健康課 2名

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組



19第１回検討会の⽬的

３つの知識を深めることを⽬的とする
l 研修⽬的①：災害ケースマネジメントを実施すべき背景を理解できる

l 研修⽬的②：被災者の情報から⽀援に繋げる⼿順をイメージできる

l 研修⽬的③：被災者の⽣活再建に関する課題を軽減するために必要な
⽀援策を知っている

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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l 研修⽬的①：災害ケースマネジメントを実施すべき背景を理解できる
l 災害ケースマネジメントがなぜ必要なのか

l ⼤阪公⽴⼤学 ⼤学院⽂学研究科・⽂学部 地理学教室 准教授 菅野 拓
l 珠洲市における災害ケースマネジメントの実践について

l 特定⾮営利活動法⼈ YNF 代表理事 江﨑 太郎

l 研修⽬的②：被災者の情報から⽀援に繋げる⼿順をイメージできる
l 研修⽬的③：被災者の⽣活再建に関する課題を軽減するために必要な
⽀援策を知っている
l ケース会議模擬体験WS

l 伊勢市危機管理課、菅野、江﨑

⽬的を達成するための⼿段(2名の講師による講義＋ワークショップ)
庁内への必要性の説明 伊勢市の取組



21被災者⽀援検討WSの概要

出典：内閣府（防災担当）災害ケースマネジメント実施の⼿引き

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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被災者の情報から⽀援に繋げる⼿順をイメージできる

被災者の⽣活再建に関する課題を軽減するために必要な⽀援策を知っている

ケース会議模擬体験WSの⽬的
⽬的１

⽬的２

出典：⽇弁連災害復興⽀援委員会副委員⻑ 永野 海 ⽒

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組



23WSの⼿順
WSの⽬的説明・被害想定説明

Step1 被災者の困りごと（その１）

Step2 被災者に必要な⽀援（その１）

Step3 被災者の困りごと（その２）

Step4 被災者に必要な⽀援（その2）

Step5 優先する⽀援施策の決定

Step6 意⾒交換

家族・住まい・⽣業の被害状況

実際の⽀援施策から対応検討

⽣活再建・その他の悩み

実際の⽀援施策から対応検討

継続⽀援を前提に優先順位付与

同じ対象者でも⽀援は変わる

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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多様な担当で班分けを⾏いケースに対する⽀援施策を検討
l 参加者（５６⼈）

l 市役所
l 防災担当
l 避難所担当
l 医療保健担当
l 商⼯担当
l 教育委員会事務局
l 福祉担当
l ⽣活再建担当

l 市役所以外
l 社会福祉協議会
l NPO
l 三重県
l 地域包括⽀援センター
l ⺠⽣委員児童委員

WSの様⼦

▲WSの様⼦



25【想定】南海トラフ沿いで地震が発⽣

令和X年５⽉1９⽇（⽉） 14：46
震源地：和歌⼭沖
震源の深さは約30ｋｍ
地震の規模（マグニチュード）：８．９
伊勢市最⼤震度 ６強
県内最⼤震度 ７（熊野市）
伊勢市では地震、津波により甚⼤な被害が発⽣

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組



26【想定】建物被害  ３ヶ⽉前（発災直後の様⼦）

沿岸部では津波の被害 浸⽔区域外では家屋倒壊

出典：東北地⽅整備局 震災伝承館

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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各班で別々の「被災者情報調査
結果」について繋ぐ必要がある
⽀援策を考えます

「被災者情報調査結果」

l検討対象
l １班・2班
→（被災⾼齢者等把握事業の）調査結果１
l ３班・4班
→（被災⾼齢者等把握事業の）調査結果２
l ５班・6班
→（被災⾼齢者等把握事業の）調査結果３

「被災者の情報調査結果１」
家族構成：本⼈(40代⼥性)、夫(50代)

⼦（⼩学⽣２⼈）
住家 ：持ち家が被災
仕事 ：パート、夫（⾮正規社員）

「被災者の情報調査結果２」
家族構成：本⼈(70代⼥性)、娘(40代)
住家 ：借家が被災
仕事 ：本⼈（無職）、娘（⾮正規社員）

「被災者の情報調査結果３」
家族構成：本⼈(60代男性)、妻(50代)

息⼦（20代）
住家 ：持ち家が被災
仕事 ：本⼈（求職中）、妻（パート）

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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ワークショップでは２回にわけて情報をお渡ししますので、困りごと
と繋ぐ必要がある⽀援策を検討してもらいます

「被災者情報調査結果」＝⽇弁連のフォーマットを参考に作成

調査票に記載のない内容についてはすべて不明

家族、住まい、⽣業の被害状況 ⽣活再建に向けた悩み その他の悩みごと

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組

Step1 Step3
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参考にしてもらう⽀援メニューについて
STEP２ 困りごとを軽減するためには、どのような⽀援を受ける必要があるか考えます。

【被災者に対する各種⽀援策】
皆様にイメージしていただきやすいように
令和６年能登半島地震にて実際に運⽤された
⽀援策メニューを使⽤します。

出典：総務省⽯川県⾏政評価事務所「きくみみ⽯川」

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組



30「被災者の情報調査結果」のモデル

「被災者の情報調査結果」は倉敷市社会福祉協議会の
被災者⾒守り・相談⽀援事業報告書の事例をモデルに作成

出典：倉敷社会福祉協議会
平成30年７⽉豪⾬災害（倉敷市真備地区）における
被災者⾒守り・相談⽀援事業報告書 2024

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組



31優先順位のフォロー資料 被災者の⼼理状況・⾏動

出典︓⽊村玲欧『災害・防災の⼼理学』（2015年1⽉17⽇）より引⽤し、三重県庁岸江⽒作成資料に加筆

失⾒当

被災地社会の
成⽴

災害
ﾕｰﾄﾋﾟｱ
(ﾌﾞﾙｰｼｰﾄの
世界)

現実への
帰還

創造的復興

災害の衝撃から、強いストレスを受け、
「⼀体何が起こっているのか」について
の客観的な把握が困難になる。

・頭が真っ⽩になった
・情報を取ることができなかった
・不安な気持ち→慌てる状態→判断⼒の低下

災害発⽣を理性的に受け⽌め「被災地社
会」という新しい秩序に則った現実が始
まったことに適応する。

・⾃分を救助してくれたのは⾝近な⼈
・⾼齢者が⾼齢者を助けなければならない
・家族の安否がわからず不安でいっぱい

社会機能のマヒにより、⼀種の平等主義
が⽣まれ「通常とは異なる社会的価値
観」に基づく世界が成⽴する。

・冷たく固い床の避難所での⽣活がつらい
・家の⽚づけが進められない
・⽔や電気が無いので⾃宅で⽣活できない

社会フローシステムの復旧により、被災
地社会が終息に向かい、⼈々が⽣活の再
建に向け動き出す。

・どうやって再建資⾦を⼯⾯したらいいか
・仕事を失ってしまい⽣活できない
・元の場所で再建するか引越しするか。

社会システムが再構築され「もう被災者
／被災地ではない」と感じ、新たな社会
への持続的発展を⽬指す。

・地域の⽅と離れ離れになり寂しい
・復興住宅で孤独死が発⽣
・地域が被災前よりも寂しくなった

被災者の⼼理状況・⾏動 具体的な困りごと

命

必要な対応

住まい

住まい
⽣業

10時間

3〜4⽇

1〜2ヵ⽉

1年

10年

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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災害ケースマネジメントの実⾏能⼒への影響を統計分析
l 項⽬例（全28項⽬)

l 被災した⼈と同じ⽬線で接することができる
l 話しやすい雰囲気を作って、被災した⼈から話しを引き出せる
l 被災した⼈に簡潔で理解しやすい説明や助⾔ができる など

l 回答⽅法
l １全く当てはまらない〜５割とよく当てはまる

l ５段階（5件法）

l 災害ケースマネジメントの実施者に求められる能⼒を先⾏研究を流⽤
し設定

l 福島 ⿇⽃ ，⽯原 凌河：防災・危機管理業務に従事する基礎⾃治体職員の災害ケースマネ
ジメン ト能⼒とパーソナルネットワークの関連性に関する研究 −京滋地区におけるアン
ケート調査結果をもとにした定量的分析−，地域安全学会論⽂集，No41,pp31-41,2022.

令和６年度第1回の効果測定
庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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22/28で統計的に有意に能⼒向上を確認

有意に能⼒が開発された項⽬(最も効果が⼤きい項⽬：⽀援策の理解）
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度
数

[No.27 避難者の⽣活再建に関する課題を軽減するために必要な⽀援施策を知っ
ている]

合計数 =  55
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30

35

1 2 3 4 5

度
数

後 [No.27 避難者の⽣活再建に関する課題を軽減するために必要な⽀援施策
を 知っている]

合計数 =  54

研修前 研修後

１全く当てはまらない〜５割とよく当てはまる

検定は回答のあった
54件で実施

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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l たたき台を基に地域防災計画に位置付ける担当を調整

成
果

伊勢市の災害ケースマネジメント実施体制のたたき台を検討する

令和６年度 第２回検討会の⽬的

l 検討会の結果で実施体制を決めるわけではない
l 現在の所属の⼈数、メンバーは考慮せず、業務内容としてどこの所属
若しくは関係機関が実施することが効率がよいかで、実施者を検討
※被害程度、被災者数に合わせて体制の強化は別途検討必要

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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全体のマネジメント（主担当）の候補
※検討会の結果で実施体制を決めたわけではない

メリット
l ⼈員を固定するより、
チームで動いた⽅が業
務を回転させやすい

デメリット
l 決裁が取りにくい、補
助⾦・予算を考えない
といけない

令和６年度 第２回検討会の成果

メリット
l 部として確⽴し、

予算や決裁権者が
いることで、効率
よく業務ができる

デメリット
l なし

⽣活再建チーム
（災対本部体制）

福祉総合⽀援センター
（通常業務体制）

別紙  被災者⼀⼈⼀⼈への
 ⽀援体制の検討結果 

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組

災害ケースマネジメント
ケース会議

被災者一人一人への支援体制の検討結果

【伊勢市】
高齢・障がい福祉課　　　　　 （個別のデータを保有している）
介護福祉課　　　　　　　　　　 （個別のデータを保有している）
福祉総合支援センター　 　　（とりまとめ、関係課がデータを保有してる）

【外部機関】
伊勢市社会福祉協議会　　　（ボランティア、業務委託をしているから）
民間保険会社　　　　　　　 　 （調査員の方として動いてもらう）
民生委員・児童委員　  　 　 （調査員の方として動いてもらう）
郵便局　　　　　　　　　　 　　　（調査員の方として動いてもらう）
まちづくり協議会　　　　　　 （調査員の方として動いてもらう）
災害ボランティアセンター  （被災者支援を行っているから）

【伊勢市】
生活再建チーム　　　　　　    （決裁は取りにくいが、データのとりまとめ、技能力としてはいい）
企画調整課                   　（データをもとに被害の状況を分析し、活用できるのではないか）
デジタル政策課         　     （システム機の運営に入ってもらった方が良いのではないか）
高齢・障がい福祉課           （個別のデータを保有しているため、データの提供ができるのではないか）
福祉総合支援センター       （とりまとめ、他の関係課がデータを保有しているから）

【外部機関】
伊勢市社会福祉協議会      （ボランティアセンターのデータの共有が必要ではないか）
災害ボランティアセンター   (被災者支援を行っているから）

【伊勢市】
生活再建チーム             　 （決裁は取りにくいが、データのとりまとめ、技能力としてはいい。総括としてボラ
                                     ンティアセンターも動いてもらいたい）
高齢・障がい福祉課　 　　  　（個別のデータを保有しているため、データの提供ができるのではないか）
生活支援課　　　　　　         （個別のデータを保有しているため、データの提供ができるのではないか）
介護保険課　                   （個別のデータを保有しているため、データの提供ができるのではないか）
福祉総合支援センター       (とりまとめ、他の関係課がデータを保有しているから）

【伊勢市】
生活再建チーム　          　 （決裁は取りにくいが、データのとりまとめ、技能力としてはいい。総括としてボラ
                                     ンティアセンターも動いてもらいたい）
高齢・障がい福祉課          （個別のデータを保有しているため、データの提供ができるのではないか）
生活支援課 　　　　　　　 　  （個別のデータを保有しているため、データの提供ができるのではないか）
介護保険課　                　（個別のデータを保有しているため、データの提供ができるのではないか）
福祉総合支援センター 　　 （とりまとめ、他の関係課がデータを保有しているから）

取組内容

アウトリーチ等による
被災者の状況の把握

①個別世帯訪問による生活再建状況の調査

②世帯ごとのケースデータの蓄積

実施者タスク

⑤健康支援

③アセスメントによる支援の必要性の評価
（自己再建が困難な世帯の状況確認）

④対象世帯ごとの生活再建支援計画の作成

【伊勢市】
医療保健チーム　      　     （健康課（保健師）が支援体制）
健康課介護保険課　　 　 　  （健康課（保健師）が支援体制、決裁は取りにくいが、データのとりまとめ、技能力と
                                     してはいい。総括としてボランティアセンターも動いてもらいたい）
伊勢市立総合病院            （医療の提供ができそう）

【外部機関】
保健所                     　    （健康課（保健師）が支援体制）
医師会、歯科医師会　　　    （医療の提供ができそう）

⑥見守り・生活相談

【伊勢市】
生活支援課　             　   （個別のデータを保有しているため、データの提供ができるのではないか）

【外部機関】
伊勢市社会福祉協議会    （普段から生活の困った人に対して、社協を通じてサポートしている（社協の一つ
 （あゆみ）　　　　　　　　　　  の機能）
民生委員・児童委員　       （住民に近いから）
地域包括支援センター　   （6か所ある各地域や高齢者中心に相談をのってもらったり、介護、健康に関する事業を
                                   担っているから（日頃から地域に寄り添っている）

⑫全体のマネジメント

生活再建チーム         　   メリット：人員を固定するより、チームで動いた方が回しやすそう）
　　　　　　　　　　　　　　 　　 デメリット：決裁が取りにくい、補助金・予算を考えないといけない）
福祉総合支援センター 　　メリット：1つの部署として確立し、予算とか決定する人がいることで、動いていき
　　　　　　　　　　　　　　　　　やすい
                                  デメリット：なし

⑦地域保健福祉サービス
による支援

支援へのつなぎ
支援の実施

⑧就労支援

⑨伴走型の民間賃貸住宅入居支援

⑩専任弁護士と連携した
相談支援体制構築

【伊勢市】
広報広聴課　   （法律相談担当、法律相談を日常的に行っている）

【外部機関】
三重弁護士会　（それが仕事の人の集まりだから）

【伊勢市】
伊勢市（健康福祉部、健康課）　（健康課や保健師などが支援）
福祉総合支援センター　         （とりまとめ、他の関係課がデータを保有している）

【外部機関】
伊勢市社会福祉協議会　        （地域のサービスを提供してくれそうだから）

【伊勢市】
商工労政課　               　（ハローワークとの連携があるから）
生活支援課　                 （就労支援に携わってそうだから）
福祉総合支援センター     （就労支援に携わってそうだから）

【外部機関】
ハローワーク　               （ノウハウがあるから）
ポリテクセンター　          （就労支援に携わってそうだから）

【伊勢市】
住宅政策課       　（とりまとめ）

【外部機関】
民間不動産会社 　（物件の取り扱いがある）

⑪その他 記載なし

支
援
の
組
み
合
わ
せ

A

P

D

C
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l 地域防災計画
l 未記載

l 担当
l 調整中

l 体制の整備
l ⽀援制度の所管が多岐に渡るため担当だけではなく、関係課の参加が必要

l 三重県の動向
l 三重県地域防災計画に災害ケースマネジメントに関する記載

l 平時における担当は防災対策部地域防災推進課、福祉部局の役割を今後調整
l 令和7年度にモデル事業を通じて三重県指針を作成予定

地域防災計画に関する調整状況

役割分担を調整し地域防災計画へ位置付け必要

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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概要と担当を記載

伊勢市地域防災計画への記載イメージ

伊勢市地域防災計画 本編
第３編 公助
第８章 被災者への⽣活再建
第１節 被災者⽀援対応

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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多様な所属と連携して実施しなければならないため、連携が必要
な所属を記載

伊勢市地域防災計画への記載

記載する所属は
内閣府（防災担当）
「災害ケースマネジメント
実施の⼿引き」を参考に設定

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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令和６年度は担当の位置付けを⾒送り
l 地域防災計画への記載

l 令和6年度の修正を⾒送り
l 災害ケースマネジメントの担い⼿をさらに整理した上で位置付け

l 平時に担う業務・量の想定が必要

l 健康福祉部と意⾒交換を実施状況
l 2025.2.3 災害ケースマネジメントの概要＋検討会での意⾒説明）
l 2025.2.10    ⽣活再建チーム・危機管理課へ望む対応の意⾒交換）
l 2025.2.25    視察結果の報告・意⾒のバラツキに対して集約を依頼）
l 2025.3.17 健康福祉部内で調整の結果、意⾒まとまらず
l 2025.3.24    R6年度の地域防災計画反映は⾒送りを共有

健康福祉部との意⾒交換経過
庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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l 三重県モデル事業へ参加
l 年間を通じた勉強会

l 制度概要・伊勢市の取り組み事例＋WS・災害ケースマネジメントに関する業務特定
l 伊勢市からの参加者

l 防災担当2名：福祉担当2名

令和７年度の災害ケースマネジメント関係事業

前年度に引き続き、伊勢市の実施体制の検討を進める

l 重層的⽀援体制整備事業勉強会（福祉担当主催）

l 災害ケースマネジメント実装検討会（防災担当主催）

庁内への必要性の説明 伊勢市の取組
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l 職員向け研修（AM）
l 講師：⽻村 ⿓ 元輪島市福祉課主幹（災害ケースマネジメント担当）
l 受講者：42名

R7(職員向け研修＋災害ケースマネジメント実装検討会)
庁内への必要性の説明 伊勢市の取組

l 災害ケースマネジメント実装検討会（PM）
l 講師：⽻村 ⿓ 元輪島市福祉課主幹（災害ケースマネジメント担当）
l 受講者：64名（市役所以外30名）
l 内容

l 講義：⽻村さん
l 前年度とフェーズを変えたW S：伊勢市
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現状 検討会WSの成果
l 研修会・検討会

l 令和5年度に2回
の研修

l 令和6年度から
実装に向けた検
討会

今後の課題

まとめ

伊勢市も皆さんと同じように少しづつ進めています

l 被災者を想像して⽀
援策へ結びつけ

l 特に⽀援策の理解に
効果あり

l 庁内外の関係者との
顔の⾒える関係構築

l 地域防災計画に記
載する担当の決定

l 検討会の更なる充
実


